
1 

日吉津村農業委員会７月 月例総会議事録 
 

１．開 催 日 時  令和２年７月１０日（金)午後１時３０分から午後３時７分 

 

２．場      所  日吉津村役場２階 第１・２会議室 

 

３．出  席  者  委員   １０人 

       会長   １０番  齋下 博三 

       委員    １番  川原 邦建 

２番  加藤 達郎 

３番  兼本 修二 

             ４番  三鴨 真樹 

             ５番  安達 哲也 

             ６番  立脇 賢二 

             ７番  山﨑 博 

             ８番  上野 秀雄 

             ９番  長谷 昭宏 

 

農業委員会事務局職員 事 務 局 長 益田 英則 

 主   査 齋古 直樹 

                  

 

４．欠 席 者      なし 

 

５．議 事 日 程 

日程第 １ 会議録署名委員の指名 

   日程第 ２ 諸般の報告について（行事報告） 

   日程第 ３ 報告第１３号 農用地利用配分計画の認可について 

日程第 ４ 報告第１４号 農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人報告 

について 

   日程第 ５ 議案第１８号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

日程第 ６ 議案第１９号 日吉津村農用地利用集積計画について 

   日程第 ７ 議案第２０号 農業委員会倫理規程について 

   日程第 ８ その他 

① 営農型太陽光発電設備下部の営農状況等について 

② 活動記録簿の提出について 

③ 農地利用状況調査の実施について 

④ ８月 月例総会の開催について 

⑤ その他 

          その他 

 

６．会議の概要 

局長     ただいまから令和 2年 7月、日吉津村農業委員会月例総会を開会いたします。

出席委員は在任委員 10 名中 10 名です。定足数に達しておりますので、総会は

成立しております。 

それでは、会長より開会の挨拶をお願いいたします。 
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議長     雨の中、大変ご苦労様でした。我々の任期も 10日ほどで 3年の任期が近づい

てきました。今日が 3年間の最後の総会でございます。 

       4条申請は、慎重に審議をしてもらいたいと思います。 

       本日は午後 6 時からお別れ会ということで、村長も出席されます。全員参加

で最後の締めくくりをやりたいと思います。 

日程第 1、会議録署名委員さんの指名をさせていただきます。今月は 8 番・

上野委員さん 9番・長谷委員さんにお願いいたします。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     続きまして日程第 2、諸般の報告。行事報告を事務局からお願いします。 

 

〔事務局 行事報告説明〕 

 

議長     諸般の報告が事務局よりございました。 

       発言される際は、挙手をし、会長より指名を受け、番号・氏名を言ってから

発言をお願いします。 

皆さんご意見・ご質問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 3、報告第 13 号、農用地利用配分計画の認可について事務局より説明

をお願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 13号、農用地利用配分計画の認可について説明〕 

 

議長     報告第 13号、農用地利用配分計画の認可につきまして、皆さんご意見・ご質

問はありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程 4、報告第 14 号、農地法第 6 条第 1 項の規定による農地所有適格法人報

告について事務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 報告第 14号、農地法第 6条第 1項の 

規定による農地所有適格法人報告について説明〕 

 

議長     報告第 14号、農地法第 6条第 1項の規定による農地所有適格法人報告につき

まして、皆さんご意見・ご質問はありませんか。 
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〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようでしたら、次の日程に移らせていただきます。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程 5、議案第 18 号、農地法第 4 条第 1 項の規定による許可申請について事

務局より説明をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 18号、農地法第 4条第 1項の規定による許可申請について説明〕 

 

議長     議案第 18号、農地法第 4条第 1項の規定による許可申請につきまして、皆さ

んご意見・ご質問はありませんか。 

 

局長     下水は自分で費用をかけ引いた後、どうなるかということですが、公共桝ま

では村に寄付してもらうということです。 

 

〔事務局 第 2 種農地の転用基準について説明〕 

 

議長     3号線(農道)の将来的な考え方を村長に示してもらわないといけない。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     無いようですので、採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程 6、議案第 19 号、日吉津村農用地利用集積計画について事務局より説明

をお願いいたします。 

 

〔事務局 議案第 19号、日吉津村農用地利用集積計画について説明〕 

 

議長     議案第 19号、日吉津村農用地利用集積計画につきまして、皆さんご意見・ご

質問はありませんか。 

 

山﨑委員   異論はないですが、なぜこの期間か。更新はあるのか。この期間だと春葱し

か作れない。できれば複数年で借りてほしい。 

 

議長     他にありませんか。 

 

〔発言する者なし〕 
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議長     採決に入ります。承認される方の挙手を求めます。 

 

〔挙手全員〕 

 

議長     承認されました。ありがとうございました。次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 7、議案第 20 号、農業委員会倫理規程について事務局より説明をお願

いいたします。 

 

〔事務局 議案第 20号、農業委員会倫理規程について説明〕 

 

議長     議案第 20号、農業委員会倫理規程につきまして、皆さんご意見・ご質問はあ

りませんか。 

 

山﨑委員   これはひな形か。 

 

事務局    ひな形を参考に、日吉津版を作りました。 

 

川原委員   倫理規程は普通、前向きな内容となっているが、これは後ろ向きの内容。第 1

条に信用失墜行為とあるが、ここは削除してはどうか。 

 

立脇委員   反省文の感じがする。日吉津版を考えて、新しいメンバーで検討してはどう

か。 

 

議長     立脇委員の意見でよろしいですか。 

 

〔異議なしの声あり〕 

 

議長     保留として、新メンバーで検討し、日吉津版を作っていきたいと思います。 

 

議長     次に移ります。 

 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

議長     日程第 8、その他①営農型太陽光発電設備下部の営農状況等について 

 

〔事務局 その他①、営農型太陽光発電設備下部の営農状況等について説明〕 

 

議長     その他①営農型太陽光発電設備下部の営農状況等につきまして、皆さんご意

見・ご質問はありませんか。 

 

山﨑委員   書類は出てくるのか。 

 

事務局    まだ分かりません。対応について県からまだ返事をいただいていません。 

 

川原委員   知見を有する者に知見があれば、芝桜は満開になっているはず。 
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議長     その他②活動記録簿の提出について 

 

〔事務局 その他②、活動記録簿の提出について説明〕 

 

議長     その他②活動記録簿の提出につきまして、皆さんご意見・ご質問はありませ

んか。 

 

〔発言する者なし〕 

 

議長     その他③農地利用状況調査の実施について 

 

〔事務局 その他③、農地利用状況調査の実施について説明〕 

 

議長     その他③農地利用状況調査の実施につきまして、皆さんご意見・ご質問はあ

りませんか。 

       新体制で再検討します。 

 

議長     その他④8月 月例総会の開催日について 

       事務局案では 7月 20日(月)開催予定の臨時総会時に決定となっておりますが、

よろしいですか。一応の案は 8 月 11 日です。 

 

議長     他に無いようですので、以上で月例総会を終了いたします。 

 

閉会時刻  午後 3時 7分 

 

 


